
 
２０２6 年度 一般社団法人 岐阜県ゴルフ連盟 

主催・主管競技 服装規定 

 

一般社団法人 岐阜県ゴルフ連盟 

競技委員会 

 

一般社団法人 岐阜県ゴルフ連盟が主催、主管する競技において、本規定を採用する。参加者は、

それぞれゴルフ場・学校等団体の所属として競技に参加しているという認識を持つこと。この規定は競

技当日のみならず、その競技に参加するために行う指定練習時にも適用する。 

この規定に違反があった場合、初回は注意し着替えてもらうことが望ましい。注意の上なお改まらな

い場合、競技委員会は競技中を含めいつでも競技参加者の参加資格を取り消すことができる。また

注意があった場合、その内容を本委員会より所属倶楽部・学校等へ連絡することがある。参加者は、

関係者がギャラリーとして観戦に来る場合、本規定を遵守の上で来場するよう注意しなければならな

い。 

【来場時】 

１． ハウス来場時には必ず上着（スーツ・ブレザーなど）を着用のこと。 

但し酷暑期において、開催ゴルフ場が免除している場合を除く。 

２． 次の１以上にあてはまる服装および履物での来場を禁止する。 

・Ｔシャツ（類似した襟のない服を含む） ・ジーンズ ・スウェット  

・サンダル（つっかけ含む） 

 

【コース内・プレー中】 

１． 安全上・健康上、プレー中は必ずキャップを着用すること。 

着帽しない場合、競技会への出場を禁止する。 但しハウス内では脱帽のこと。 

２． 襟付きスポーツシャツ又はタートルネックシャツを着用すること。 

（Ｔシャツ等に類似した襟の無いもの、小さいものは不可。） 

３． 次の１以上にあてはまる服装については、会場倶楽部に確認のこと。 

・ 短パン着用時のハイソックス着用 

・ 袖なし服（ノースリーブ、タンクトップ）でのプレー 

・ アンダーウェア（機能性素材）の露出 

但しアンダーウェアだけを着用しての来場およびプレーは不可。 
 

４． グリーンに著しく損傷を与えるシューズは、使用を禁止することがある。 

５． 汗拭きタオルはカートに入れるか、バッグに掛けておくこと。 

首に巻く、肩に掛ける、腰に下げる、またはそれに類似する行為を行わないこと。 

その他、会場倶楽部のドレスコードに従うこと。※ ギャラリーも本規定に従ってください。 



 
 

２０２６年度 一般社団法人 岐阜県ゴルフ連盟 主催・主管・共催競技  

行 動 規 範 

 
一般社団法人 岐阜県ゴルフ連盟 

競技委員会 

 

ゴルフ規則１．２ｂにより、一般社団法人岐阜県ゴルフ連盟（以下：連盟と称する）が主催、主管、共催し、

一般社団法人岐阜県ゴルフ連盟競技委員会（以下：委員会と称する）が運営する競技における独自の基準とし

て、本規範を採用する。 

参加者は、それぞれ所属倶楽部等「団体の所属」として連盟競技に参加しているという認識を持つこと。こ

の規範は競技当日のみならず、その競技に参加するために行う練習時にも適用する。 

 

【重大な非行と判断するケース】 

１．ＪＧＡ発行オフィシャルガイド（１．２ａ／１）に明記されている「重大な非行とみなされる可能性

が高いプレーヤーの行動」に１以上該当するような行動を取った場合。 

２．別途規定する服装規定を遵守せず、委員会からの是正指示にも従わなかった場合。 

３．受け入れられない行動を取ったと委員会が判断した場合 

（受け入れられない行動の例） 

・ コースの保護をしなかったり、クラブやコースを乱暴に扱ったりする。 

・ 他のプレーヤー、レフェリー、ギャラリーへの失礼な態度や受け入れられない言動。 

・ 円滑な競技運営のための委員会の協力要請に対し合理的理由もなく無視または拒否する。 

・ ローカルルールの注意事項に反する行動。 

・ 無届での競技会欠場やスコアカードの改ざんなど、ゴルファーとしてあるまじき行為。 

４．委員会が必要と判断した時に競技者へ要請する「感染症等拡大対策」への対応が不十分であると委員

会が認めた場合。 

５．その他、上記と同等の行為であると委員会が認めた場合。 

全ての場合において、委員会は当該競技の競技委員長を含む委員会が、プレーヤー本人および他のプレー

ヤーからの意見聴取を行った後、事実認定を行う。 

 

【罰の段階】 

上記１．に該当すると委員会が判断した場合、失格とする。 

それ以外の場合は最初の違反は「警告」とする。２回目以降の違反は「１打罰」「一般の罰」「失格」を段

階として、委員会がその重度を判断し罰を課す。 

警告を含めて罰を課されたプレーヤーに対しては、所属倶楽部等を通じて、委員会より制裁を加えること

がある。制裁の種類は「警告」「出場停止」とし、「出場停止」については〔委員会の定める一定期間〕〔委

員会が認めるまでの間〕〔永久〕とする。 

以 上  

 


